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Town Topics まちの旬な話題をお届けします。

親地域の方を先生に田植えを体験４月

たけのこ掘りを体験４月

　４月３０日（水）、つぐみの森保育園の年長児とみつば保育
園の年長児、西小学校の５年生、大多喜小学校の５年生が西
小学校近くの松尾地区、関さんの田んぼで田植えに挑戦しま
した。この取組は、地元農家の関等さんのご協力を得て、毎
年、西小学校の５年生が無農薬の稲作を行っているもので
す。今年は両保育園と大多喜小学校の５年生も初めて一緒に
体験しました。
　始めに関さんより苗の植え方を教えていただき、つぐみ・
西小チームとみつば・大多喜小チームに分かれ、それぞれの
田んぼで田植えを開始。保育園児も小学生も裸足になり、お
そるおそる田に入ると「ぐにょぐにょしてる～」と泥の感触
に戸惑っていましたが、すぐに慣れ田植えを楽しみました。

　4月８日（火）、みつば保育園とつぐみの森
保育園の年長児が「食育体験活動」で馬場内
地区、苅米さんの竹山で「たけのこ掘り」体験
をしました。
　たけのこの見つけ方や掘り方などを教え
てもらい、２人１組になってたけのこ掘り用
の“くわ”を持ち、たけのこ掘りスタート！！友
だちと協力し合いもくもくとたけのこを
掘っていた子ども達。友だちが困っている
と、「手伝おうか？」と声をかけながら、がん
ばって掘っていました。たけのこが掘れるた
びに「やった～！！大きいのが掘れた～！！」と
大喜びし、笑顔でみんなに見せていました。

みつば保育園・つぐみの森保育園

どろだらけ～！田植えって楽しいね～♪大きく育つといいな～

つぐみ・西
小チーム

みつば・大多喜小チーム
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ふぉっとニュース Photo news

第 51 回町民卓球大会が開催されました

令和７年度「子ども読書の日」記念　子どもの読書活動推進フォーラム
子供の読書活動優秀実践図書館　文部科学大臣賞受賞

　3月30日（日）、大多喜中学校体育館で第51回町民
卓球大会が開催されました。
町内在住・在勤の方を対象とし 40 名の方に参加いただ
きました。
　大会は、個人戦で中学生の部と一般の部に分かれ行
い、子どもから大人まで卓球を楽しむことができました。

　４月１８日（金）、銚子信用金庫および株式会
社崑崙印刷から小中学校および保育園へ模造
紙が寄贈されました。
　この模造紙は、小中学校および保育園で子ど
もたちの教育・保育の充実に活用していきます。

◀平林町長と佐久間教育長へ模造紙を手渡す株式会社崑
崙印刷平川社長、銚子信用金庫　岡村千葉支店長、吉野
大原支店長

　平成１３年１２月「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行
され、４月２３日を「子ども読書の日」と定められ、文部科学省では、
平成１４年度から子どもの読書活動の推進を資するため、国民の間
に広く子どもの読書活動について関心と理解を深めるとともに、子ど
もが積極的に読書活動を行う意欲を高める活動について優れた実践
を行っている図書館等を表彰しています。その栄えある文部科学大
臣賞を大多喜図書館天賞文庫が受賞しました。

表彰式　令和７年４月 23 日　国立オリンピック記念青少年総合センター

読み聞かせボランティア「読夢 (どりーむ )の会」のご協力により、毎月「おはなし会」、
夏休み「大人のための朗読会」、保育園・小学校読み聞かせをおこなっている。
毎週「図書館定期便」を保育園・小学校・中学校と連携して季節や学習内容に応じた本
や WEB 予約資料を職員が配達・回収を行っている。
令和２年度から図書館利用促進と WEB 予約普及を目的として、町内の小学生を対象に「小
学生天賞文庫利用ランキング」を実施している。令和４年度からは「親子で図書館利用
ランキング」を実施している。
幅広い年齢層の図書館利用促進と利便性の向上を図るため「読書おもいで帳」機器一
式を導入し、町内者に無料で作成している。このことに伴い保育園児の来館が大幅に増加している。
ブックスタート、セカンドブックを実施している。
令和６年７月から町内書店に返却ボックスを設置した。

受賞の主な理由
 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 
 ・ 

銚子信用金庫、株式会社崑崙印刷より
　　　小中学校および保育園へ模造紙が寄贈されました

こんろん
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ふぉっとニュース Photo news

～大多喜城下も元気です～　第４３回 二十八市開催！

下大多喜レンゲ祭りが開催されました！

千葉県共同募金会会長感謝状が
　　　　　　　　　贈られました

　４月２９日（祝）、葵の会主催による二十八市
が城下商店街で開催されました。
　会場ではたけのころっけ（7００個）やあおい
ちゃんまんじゅうの販売のほか、着物に着替え
ての写真撮影、竹灯籠作り体験、くじによる大
抽選会などのイベント実施や大多喜かぐや蓮
によるよさこい踊り・市原山火太鼓（市原市）
による太鼓の演奏などがあり会場を盛り上げて
くれました。
　地元の大多喜町から訪れた４０代女性は「た
けのころっけを食べましたが、筍が大きく食感
もよくてビックリしました！夕飯の分もコロッケ
を５個買ってしまい、また太ってしまいそう。」
と大笑いをしながら話してました。
　なお、令和８年４月２９日（祝）に行われる第
４４回二十八市がファイナルイベントとなります。

　4月29日（祝）、下大多喜地先
で「下大多喜レンゲ祭り」が開催
されました。
　レンゲ畑と鯉のぼりを眺めな
がらの人力車の乗車体験やお
たっきーとのじゃんけん大会、飲
食物の販売などが行われました。
　会場では、レンゲ畑を散歩して
楽しむ方、おたっきーとのじゃん
けんに勝って喜ぶ子どもたちの
姿が見られました。

　４月２８日（月）に共同募金運動において、特に功績の
あった三育学院大学様・大多喜病院職員一同様に千葉
県共同募金会大多喜支会長(大多喜町長平林昇)より千
葉県共同募金会会長感謝状が贈られました。

1. たけのころっけ販売　　　2. 竹灯籠作り体験
3. 市原山火太鼓の演奏
4. 豪華景品の当たる大抽選会
5. 着物による写真撮影
6. 大多喜かぐや蓮によるよさこい踊り

１２

４

６ ５

３
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　令和 7 年４月６日（日）中央公民館で、千葉県・
大多喜町青少年相談員の退任式および委嘱状交
付式が行われました。退任式では、活躍いただい
た相談員へ千葉県より感謝状が贈呈され、委嘱
式では、第22期相談員に委嘱状が交付されました。
　青少年相談員の皆さんは、地域に根差した青
少年の健全育成活動に幅広く取り組んでいます。
今後も青少年の健全育成の担い手として活躍が
期待されます。

千葉県・大多喜町青少年相談員の退任および委嘱

まちづくりアンケートへのご協力ありがとうございました

その他調査報告書
・大多喜町第4次総合計画・大多喜町人口ビジョン・第3期総合戦略策定に係る住民広聴会（ワークショップ）報告書
 ・大多喜町第 4 次総合計画および第 3 期総合戦略策定に向けた団体懇話会報告書

問合せ　企画課　企画政策係　☎ 82－2112

　昨年 9 月から 10 月にかけて町民の皆さまのご協力を得て実施しました「大多喜町まちづくりア
ンケート」に際しまして、多くの方々からの貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。
　皆さまからお寄せいただいた貴重なご意見は、「大多喜町第 4 次総合計画」「大多喜町人口ビジョン・
第 3 期総合戦略」策定の参考とさせていただきます。
　なお、各種報告書につきましては、町ホームページまたは役場中庁舎町政資料コーナーで閲覧で
きます。

大多喜町　住民意識調査　結果報告書
１　実施概要
　　調査地域　大多喜町全域	 調査対象者 ①一般町民（住民基本台帳により無作為抽出）
		  ②中学生・高校生等
　　調査期間　令和6年9月20日～10月9日	 調査方法 郵送配付・郵送回収（専用フォームからの回答も可能）
２　回収結果

■ 退任された相談員

■ 第22期青少年相談員（任期　令和７年４月１日～令和10年３月31日）

小倉 元春、菅野 真一、齋藤 千香子、君塚 正明、
長田 恵、鋤柄 恵美、渡邉 亜紀子、森 智一

福嶋岳夫 千葉県環境生活部長感謝状

千葉県知事感謝状

上岡 智博、髙嶋 佑実、鈴木 賢司、中村 和也、市原 由佳、田中 誉、永嶋 万裕、野中 慎也、林 直樹、米本 昌徳
影山 若葉、末吉 正樹
石毛 孝明、白鳥 秀和、三上 慎一郎、若松 正光
嶋野 麗奈、山木 聡、杉村 和彦、鎌田 憲二、倉田 直樹、渡邉 智也

　西
総　元
大多喜
上　瀑

地 区 相 談 員 氏 名

①一般町民
②中学生・高校生等

配付件数
1,800件
437件

回収件数
761件
186件

回収率
42.3％
42.6％

退任及び委嘱式に出席された皆さん
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　　物価高騰対応重点支援事業給付金（３万円）の確認書の
　　　　　　　　　　　　提出または申請の締め切りが近づいています

障害者差別解消法では、『合理的配慮の提供が義務化』とされています

　この給付金は、令和６年１２月１３日現在、大多喜町に住民登録があり、令和６年度住民税均等割
非課税世帯に給付するものです。
　対象者には、令和７年３月７日付けで給付に関する確認書を送付しました。確認書の提出期限は
令和７年５月３０日（金）までです。
　令和６年１月２日以降に大多喜町に転入した世帯で前の住所地で住民税が非課税の世帯は、申請
が必要です。申請書は、大多喜町役場健康福祉課で配布または町のホームページから
様式をダウンロードしてください。
　申請期限は、５月３０日（金）までですのでご注意ください。
問合せ　健康福祉課　社会福祉係　☎ 82－2168

　障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当
な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求め
ることなどを通じて、障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる
社会を実現することを目指しています。

不当な差別的取扱い
・障害のある方に対して、正当
な理由なく、障害を理由として、
サービスの提供を拒否するこ
とや、サービスの提供に当たっ
て場所や時間帯を制限すること、
障害のない人には付けない条件
を付けることなどは禁止されて
います。

合理的配慮の提供
・障害がある方は、社会の中にあるバリアによって生活しづ
らい場合があります。
・障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くため
に何らかの対応を必要としているとの意思が示されたとき
には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
・「合理的配慮の提供」に当たっては、障害のある人と事業者
が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討
することが重要です。

不当な差別的取扱い
合理的配慮の提供

行政機関等
禁 止
義 務

事 業 者
禁 止

努力義務から「義務」へ令和６年４月から改正しました。

例えば障害のある方が来店したときに・・・

お求めの売り場まで
ご案内しますね。

障害のある方は
入店をお断りです。

来店する時はご家族と一緒に
来てください。

ほしい商品があるのですが、
目が見えないので

売り場がわかりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　　マイナンバーカードの時間外窓口について
　６月の時間外窓口は以下のとおりです。予約制となって
おりますので、希望される方は税務住民課住民係までご連
絡ください。
　また、平日の役場の開庁時間内は、予約なしでマイナン
バーカードの申請・受取りなどの手続きができます。出張
所においてもマイナンバーカードの申請を受付けておりま
すのでご利用ください。
　なお、マイナンバーカードは申請から受取りまで約１ヶ月
かかります。作成を希望される方はお早めの手続きをお願
いいたします。
■ 時間外窓口

問合せ　税務住民課　住民係　☎ 82－2114

　『青い封筒』が届いたら、
　　　　マイナンバーカードの「電子証明書」の更新をしましょう

　有効期限の２か月半前に有効期限通知書が送付されます。
通知が届きましたら、役場税務住民課窓口で更新手続きをお願いします。

　大多喜町自動車学校において普通自動車運転免許証を取得する方に、取得にかかった経費の一部
を助成する制度です。詳細は町ホームページをご確認いただくか、担当係までお問合せください。
■ 交付対象者　
次に記載するすべてに該当する方
　・令和７年４月１日以降に大多喜町自動車学校に入校された方
　・交付後３年以上本町に居住する意思がある方
　・町内に居住し住民基本台帳に記載されている方
　・対象者とその同居者に町税などの滞納が無い方
■ 助成金額　
　３万円（１人１回に限る）
問合せ　企画課　地域振興係　☎ 82－2165　メール　koryu@town.otaki.lg.jp

自動車運転免許取得支援事業助成金制度開始のお知らせ

開設日
６月８日（日）

受付時間
9：00～12：00

予約
必要

★電子証明書の更新に必要なもの★
　・マイナンバーカード
　・暗証番号
　　（わからない場合は、再設定できます）

　※代理人が来庁される場合には、
　　税務住民課住民係へお問合せください。

　電子証明書の有効期限は
　　　発行から５回目の誕生日。

　有効期限を過ぎると…
　　・健康保険証利用
　　・コンビニでの証明書の取得
　　・e-TAX等の電子申請
　　　　　　　　に使えなくなります。

手続きは
無料です
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　豪雨や台風などが大きな被害をもたらした場合、町では、職員が被害調査を実施します。
　家屋や倉庫、農業用施設などが被害に遭われた場合は、お住まいの区長さんへ速やかに報告を
お願いします。
　区長さんが不明な方は、直接、税務住民課（☎82－2122）まで報告をお願いします。
被害が無かった場合は報告の必要はありません。

問合せ　大多喜町災害対策本部　被害調査班
　　　　（担当：税務住民課）　 ☎82－2122

豪雨や台風、大雪などの災害で被害に遭われた場合

■ 介護保険制度は、介護が必要となった方が安心して暮らせるよう、社会全体で支えていく助け
合いの精神に基づく制度です。皆さんの保険料が介護保険の大切な財源になっています。介護
が必要となった時に誰もが安心してサービスを利用できるよう保険料の納付を忘れずにお願い
します。

■ 介護保険の財源のうち50％を占めるのが40歳以上の方に納めていただく介護保険料です。その
うち65歳以上の方（第１号被保険者）に納めていただく保険料は、大多喜町で必要とされる介護
保険サービスの総費用に応じて３年ごとに見直しを行っています。

65歳以上の方の年間介護保険料

令和 7 年度 介護保険料について

※合計所得金額　「所得」とは実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
問合せ　健康福祉課　介護保険係　☎82－2168

本人が町民税課税
者で、前年の合計
所得金額が

保険料段階 対 象 者 令和７年度

18,468 円

31,428 円

44,388 円

58,320 円

64,800 円

第１段階 （基準額×0.285）

第２段階 （基準額×0.485）

第３段階 （基準額×0.685）
第４段階 （基準額×0.9）

第５段階 （基準額）

第６段階 （基準額×1.2）
第７段階 （基準額×1.3）
第８段階 （基準額×1.5）
第９段階 （基準額×1.7）
第10段階 （基準額×1.9）
第11段階 （基準額×2.1）
第12段階 （基準額×2.3）
第13段階 （基準額×2.4）

77,760円
84,240円
97,200円
110,160円
123,120円
136,080円
149,040円
155,520円

120万円未満の方
120万円以上210万円未満の方
210万円以上320万円未満の方
320万円以上420万円未満の方
420万円以上520万円未満の方
520万円以上620万円未満の方
620万円以上720万円未満の方
720万円以上の方

・生活保護の受給者の方
・世帯全員が町民税非課税で前年の課税年金収入額

と合計所得金額※の合計が 80.9 万円以下の方

世帯全員が町民税非課税で前
年度の合計所得金額＋課税年
金収入額が 

世帯の誰かに町民税が課税さ
れているが、本人は町民税非
課税で前年の課税年金収入額
と合計所得金額の合計が

80.9万円超
120万円以下の方

120万円超の方

80.9万円以下の方

80.9万円超の方
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　国民年金保険料について、口座振替、クレジットカード Pay-easy 等による納付に加え、スマート
フォンアプリを使用した電子 ( キャッシュレス ) 決済でも納付ができます。

国民年金保険料が
　　　スマートフォンアプリで納付できますみんなの年金

　児童手当の現況届は多くの方は省略されていますが、提出が必要な方のみ以下のとおり現況届
を送付しております。提出が必要な方で、提出がない場合は６月以降の手当が受給できなくなり
ますのでご注意ください。

■ 発 送 日　５月下旬
■ 提出場所　役場健康福祉課　保健予防係　（状況により郵送も可）
■ 受 付　６月２日（月）～６月３０日（月）
■ 現況届提出に必要なもの
　　 児童手当現況届、受給者の健康保険被保険者証の写し、別居監護申立書および児童の属する世帯
　  全員分の住民票（対象となる児童と住所が異なる場合）、継続申立書（施設等受給者以外の対象者）

問合せ　健康福祉課　保健予防係　☎82－2168

令和７年度の児童手当の現況届について

■ ご利用に必要なもの
① 納付書　② スマートフォン　③ 決済アプリ※1

※対象決済アプリ（50音順）
　・ａｕＰＡＹ
　・ｄ払い
　・PayＢ （PayＢと提携している各金融機関が提供す
　　る決裁アプリを含む）※
　・PayPay（PayPayマネーライトでは納付できません。）
　・楽天ペイ

■ 留意点
　PayＢでの決済連携対応金融機関
およびクレジットカードの詳細は、
PayＢのアプリ上の情報をご覧いた
だくか PayＢのホームぺージをご覧
ください。

・バーコードが印字されない納付書（30 万を超える金額の納付書等）については、ご利用い
ただけません。

・まれにバーコード情報が正しく読み取りできない場合があり、後日決裁事業者からお客様に、
ご利用いただいたバーコード情報の再確認をお願いする場合があります。

・各決済アプリの使用方法等については、ご利用の決済事業者様へお問い合わせください。

■ スマホ決済の納付イメージ

①アプリを起動 ②バーコードを読取 ③決済内容を確認 ④パスワード入力 ⑤決済完了
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STOP　THE　不法電波！
　総務省では、６月１日から 10 日までを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、電波
を正しく利用していただくための周知・啓発活動および不法無線局の取締りを強化します。電波
は暮らしの中で欠かせない大切なものです。電波のルールはみんなで守りましょう。
問合せは、関東総合通信局
●不法無線局による混信・妨害　☎ 03－6238－1939
●テレビ・ラジオの受信障害　　☎ 03－6238－1945

　令和６年10月1日より児童手当法が改正され、所得制限の撤廃や対象年齢の拡大が行われました。
下記に該当する方で未申請の方は、児童手当が未受給、または減額されている可能性があります
ので、下記問合せ先までご連絡ください。

高校生以下の子を養育しており、児童手当を現在、受給していない方
提出書類　児童手当認定請求書

児童手当を受給中で、年度末年齢 22歳～ 19歳の子を養育しており、高校生以下の子と合わせて
3人以上の子を養育している方
提出書類　監護相当・生計費の負担についての確認書

問合せ　健康福祉課　保健予防係　☎82－2168

制度改正に伴う児童手当の申請について

令和７年度歯周病検診について
■ 自己負担金
　500円

■ 実施期間
　6月１日から11月30日まで

■ 申込み・受診方法
　健康福祉課で「歯周病検診票」
をお受け取りの上、夷隅郡市歯科
医師会に加入している歯科医院
に予約をして検診を受けてくださ
い。

※左記以外でも夷隅郡市歯科医師
会に加入している歯科医院で受
けられます。ご不明なことがあれ
ば下記にお問合せください。

■ 対象者
　大多喜町に住所があり、令和７年度中に 21、31、41、
51、61、71 歳となる方。ただし、歯を治療中の方や歯が
1 本もない方は対象となりません。

■ 実施医療機関

申込み・問合せ
　健康福祉課　保健予防係　☎82－2168（内線264）

21歳 平成16年4月1日～平成17年3月31日生
31歳 平成 6 年4月1日～平成 7 年3月31日生
41歳 昭和59年4月1日～昭和60年3月31日生
51歳 昭和49年4月1日～昭和50年3月31日生
61歳 昭和39年4月1日～昭和40年3月31日生
71歳 昭和29年4月1日～昭和30年3月31日生

年 齢 生 年 月 日

おおたき歯科医院 大多喜町船子124-1 ８２－３４１１
さとう歯科医院 大多喜町新丁99 ８２－２８８４
若菜歯科医院 大多喜町大多喜248 ８２－２９１８

歯科医院名（順不同） 住　所 電話番号
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　皆さんは日ごろから歯磨きや、歯科健 ( 検 ) 診の受診を習慣にされていますか？歯と口の健康
を保つことは、食べる楽しみを味わうだけではなく、肥満や糖尿病などの生活習慣病の予防など、
全身の健康にも影響する重要なことです。
　さて、６月４日～６月 10 日は歯と口の健康週間となっています。ぜひこの機会に、歯科疾患
の予防と、疾患の早期発見・早期治療を意識していただき、ご自身の歯と口の健康について見直
してみましょう。
町では、歯科保健事業として以下の４つが行われています。

けんこうコラム　No. １3

歯と口の健康週間が始まります

　お申込み方法やご不明な点等については、お気軽に健康福祉課にお問合せください。
　（歯科口腔健診については税務住民課にお問合せください。）

☆歯科健（検）診を受診された方には、受診したことがわかるもの（領収書等）を町役場にご持参
　くだされば「健康ポイントカード」にポイントをお付けすることができます。

問合せ　健康福祉課　保健予防係　☎ 82－2168

　ちば保育士・保育所支援センターでは、子どもに関わる仕事に興味がある方を対象に、「保育の
しごと就職相談会」を下記のとおり開催します。保育士などの求人のある施設・事業所等の採用
担当者との個別面談・相談の場を提供することで、保育士人材等の確保と就労を支援します。

令和７年度「保育のしごと就職相談会」ご案内

■ 開催日時・会場
＜第１回・千葉会場＞

7月27日(日)　11時～15時　(受付：10時30分～)
幕張メッセ　国際会議場２階　コンベンションホール他
〒261-8550　千葉市美浜区中瀬2－1

＜第２回・船橋会場＞
９月27日(土)　11時～15時　(受付：10時30分～)
船橋市民文化創造館（きららホール）
〒273-0005　船橋市本町1－3－1　フェイスビル６階

■ 参加方法
事前予約不要、直接会場へお越しください。

（参加費無料、履歴書不要）
問合せ

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会　
ちば保育士・保育所支援センター

（担当：三枝、水谷、浅井）
☎ 043－306－1468・1469
HP：https://www.chibahoiku.net/

妊婦歯科健康診査

２歳児歯科健診
フッ化物歯面塗布

歯周病検診
[詳細は、10ページの記事を
　　　　　 ご覧ください]

歯科口腔健診

大多喜町に住所登録があり
妊娠されている方

令和７年度中に２歳の誕生
日を迎える方

令和７年度中に21、31、41、
51、61、71歳になる方

後期高齢者医療保険に加入
しており令和７年度中に
76歳になる方

上限3000円の助成が受けられます。
受診された方には素敵なプレゼント
をご用意しています。

無料で２回受けられます。

健康福祉課に申込みを行うと500円
で検診が受けられます。
(治療費は対象外となります)

無料で健診が受けられます。

事 業 名 対  象 概  要
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住宅用設備等脱炭素化促進事業補助等に関する
支援事項のご案内

補助の要件補助対象 補助額
定置用

リチウムイオン
蓄電システム

電気自動車
および
プラグイン
ハイブリッド
自動車

V2H
充放電設備

 ・申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置されている
こと。

　( 蓄電池の設置と同時進行で太陽光発電設備設置でも可）

 ・申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置され、電気自
動車に充電できること。

　（電気自動車の購入と同時進行で太陽光発電設備設置でも可）
 ・V2H充放電設備も併せた補助を受ける場合は、電気自動車の購入と同

時進行で設置すること。

 ・申請者が居住する住宅で、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、
電気自動車が導入されていること。

　（V2H充放電設備購入と同時進行で、太陽光発電設備設置・電気自動車
導入する場合でも可）

上限 14 万円

上限 20 万円
または

上限 30 万円
(V2H 併用の場合 )

補助対象経費の
1/5 以内

( 上限 50 万円 )

　地球温暖化の防止および地域における再生可能エネルギーの導入促進を図ることを目的と
して、大多喜町内で住宅用省エネルギー設備等を設置する方に対し補助金を交付しています。
　補助対象設備の要件、補助金額は以下のとおりですので、ご利用を検討されている方は
事前にお問い合わせください。

 １　千葉県が実施する共同購入支援事業 注 1

・プランは次の 3種類です。
　（1）太陽光パネル共同購入支援事業
　（2）太陽光パネル＋蓄電池 共同購入支援事業
　（3）蓄電池 共同購入支援事業

問合せ
　みんなのおうちに太陽光事務局　☎ 0120－758－300
　受付時間　10時～ 18時（土・日・祝日を除く）
　インターネット検索　「千葉県みんなのおうちに太陽光」

 ２　町が窓口となり実施する補助事業
・プランは次の 3種類です。
　（1）定置用リチウムイオン蓄電システム補助
　　　　　→補助額：上限14万円
　（2）電気自動車補助およびプラグインハイブリッド自動車補助
　　　　　→補助額：上限20万円（V2H併用の場合、上限30万円）
　（3）V2H充放電設備補助
　　　　　→補助額：補助対象額の1／5以内かつ上限50万円

　※ 1 補助には条件等がありますので、次の「3  町が実施する補助事業の対象別の要件と補助額」および
　　　「4  補助別の補助対象経費と注意事項」もご確認ください。
　※ 2 千葉県が実施する共同購入事業で購入した設備でも、町補助事業の対象となるためぜひご活用ください。

 3　町が実施する補助事業の対象別の要件と補助額

注1：「共同購入支援事業」とは
　県と協定を締結した事業者が、千葉
県内にお住まいの方を対象に、広く太陽
光発電システムなどの購入希望者を募り、
まとまった数で一括して発注を行うこと
で、安く設置できるようにする事業です。
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 ４　補助別の補助対象経費と注意事項

補助対象経費、注意事項補助対象

定置用
リチウムイオン
蓄電システム

プラグイン
ハイブリッド
自動車

V2H
充放電設備

補助対象経費【税抜額】
　設備本体（蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等）および付属品（計測・表示装置、
キュービクル等）の購入費、工事費（据付・配線工事等）とし、国その他の団体からの補助金
を充当する場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。
　リチウムイオン蓄電池部（リチウムイオンの酸化および還元で電気的にエネルギーを供給す
る蓄電池をいう。）並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発
電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて
電気を活用することができるもののうち、以下の要件を満たすもの。
（1）国が令和5年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境

共創イニシアチブにより登録されているものであること。

電気自動車

補助対象経費【税抜額】
　電気自動車本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては当該
補助金の額を控除した額とする。
注意事項
　電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車（道路運送
車両法（昭和26年法律第185号）第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた
同法第2条第2項に規定する自動車をいう。）で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電
気」と記載されているものをいう。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の
別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。
（1）申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの（中古の輸入車

の初度登録車を除く。）であること。
（2）自動車車検証の使用の本拠の位置が、大多喜町内の住所であること。
（3）自動車車検証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
（4）国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター

により補助対象とされている電気自動車であること。

補助対象経費【税抜額】
　プラグインハイブリッド自動車本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する
場合にあっては当該補助金の額を控除した額とする。
注意事項
　電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可
能な自動車（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第 60条第1項の規定による自動車
検査証の交付を受けた同法第 2 条第 2 項に規定する自動車をいう。）で、自動車検査証に当該
自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」または「軽油・電気」と記載されているもののうち、
以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」
と記載されている四輪のものに限る。
（1）申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの
　　（中古の輸入車の初度登録車を除く。）であること。
（2）自動車車検証の使用の本拠の位置が、大多喜町内の住所であること。
（3）自動車車検証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であ

ること。
（4）国が令和5年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興セ

ンターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。

補助対象経費【税抜額】
　V2H 充放電設備本体の購入費とし、国その他の団体からの補助金を充当する場合にあって
は当該補助金の額を控除した額とする。
注意事項
　電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和5年度以降に実施
する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている
ものであること。
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木造住宅の耐震相談会を開催します
　町では、地震に備えた木造住宅の耐震化に関する相談会を開催します。相談会では、住まいの耐震
性について無料で建築士に相談できます。この機会に、住まいの耐震化について考えてみませんか。
■ 日　　時　6 月 22 日 ( 日 )　9 時 30 分～ 13 時
■ 場　　所　道の駅　たけゆらの里・おおたき（休憩室）
■ 対　　象　平成 12 年以前に新築した木造住宅にお住まいの町内在住の方
■ 内　　容　建築士による個別相談
■ 定　　員　4 組程度（事前予約制）　予約者がいない場合、当日の相談にもお答えします。
■ 予約締切　6 月 18 日（水）17 時
■ 費　　用　無料
■ 主　　催　千葉県　共催　大多喜町
申込み・問合せ　建設課　管理係　☎ 82－2115

計量器の定期検査を行います
　町では、計量法の規定に基づく計量器の定期検査を実施しています。
この検査は、2 年に 1 回実施することが定められ、商店、工場、病院、学校などで計量器（はかり）
を取引または証明に使用している方は、必ず受検しなければならないことになっています。
なお、受検しない場合は、計量法違反として罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
■ 実施日　 6 月 3 日（火）10 時 30 分～ 15 時　　農村コミュニティセンター
　　　　　  6 月 4 日（水）10 時 30 分～ 15 時　　上瀑ふれあいセンター
　　　　　　※ 12 時～ 13 時は除く
　　　　　　※おもりや分銅などを使用するものは一緒にお持ちください。
　 受検には手数料がかかります。（1 台 500 円から 3,600 円程度）
　 新規購入など、定期検査の受検が免除される場合があります。　
問合せ　商工観光課 商工労政係　☎ 82－2176

　　　

■ 募集期間　7 月 11 日（金）まで
■ 入居申込資格
　① 所得が条例で定める基準以下であること
　② 現に住宅に困窮していることが明らかなこと
　③ 入居申込者と同居しようとする親族が暴力団員などでないこと
　④ 町税などの滞納がないこと
なお、入居に関する相談は随時受付しておりますので、条件等につきましてはお問い合わせくだ
さい。
■ 申込方法　建設課に所定の申込書を提出（郵送可）
■ 選考方法　募集締切り後、資格審査などを行い、資格要件を
 	 満たした方が入居決定となります。なお、申込者数が募集戸
	 数を上回った場合は選考会により決定します。

■ 家　　賃　入居者の収入、住宅の立地などに応じて異なります。
問合せ　建設課　管理係　☎ 82－2115

町営住宅入居者を募集しています
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　6月は「動物の正しい飼い方推進月間」です。以下のことに注意して、動物を適切に飼いましょう。
また、災害時に備え、飼い主の明示（迷子札やマイクロチップの装着など）を行うとともに動物
と同行避難できるような準備をしましょう。

○犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が短い引き綱で行い、しつけや
訓練をすることにより、近隣に迷惑をかけることのないように飼いま
しょう。

　また、猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声等による近隣の被害を
防止でき、感染症や交通事故等の危険からも猫を守ることができます。
※「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」で届出が必要となる場合
　・飼い犬が人をかんだとき
　・犬猫合わせて 10頭以上を飼養するとき

○動物を飼う際は、その動物が命を終えるまで適切に飼いましょう。
　また、適切に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢措置をしましょう。
　なお、やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してく

ださい。保健所・動物愛護センターでは新しい飼い主探しをお手伝いします。

○愛護動物を捨てたり、傷つけたりすることは犯罪です。

千葉県動物愛護センターおよび同東葛飾支所では、「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を定
期的に開催しています。また、学校の授業や地元の勉強会等に講師を派遣して、動物愛護、犬・
猫の正しい飼い方、犬のしつけ方および動物由来感染症等に関する講演をおこなっています。

問合せ　夷隅保健所（健康福祉センター）	 ☎ 0470－73－0145
　　　　公益財団法人千葉県動物愛護センター	 ☎ 0476－93－5711
　　　　公益財団法人千葉県動物愛護センター  東葛飾支所	 ☎ 04－7191－0050
　　　　公益財団法人千葉県動物保護管理協会 	 ☎ 043－214－7814

動物の正しい飼い方推進月間のお知らせ

ペットを火災から守ろう
　昨今、ペットの家族化やコロナ禍での自宅時間の増加に伴い、ペットを家の中で飼う人が増え
ました。家族の一員として癒しを与えてくれる一方で、ペットの思わぬ行動による火災事故が発
生しています。今回はペットによる事故を防ぐポイントをご紹介します。

○出かける際はガスこんろの元栓を閉め、IHこんろ・電気こんろは主電源を切る。
　操作ボタンをロックする機能がある場合は使用する。
○目を離す際や出かける際は、ペットをケージに入れておくことも、有効な対策の一つです。
○こんろや暖房器具の周りには、可燃物やペットの興味を引く物を放置しない。
　また、IHこんろの場合は、金属製の鍋などトッププレート上に放置すると誤ってスイッチが入っ

た場合に加熱される恐れがあります。
○電気製品を使用しないときは電源プラグを抜く。また、特に犬は電源コードやバッテリーをか

んでショートさせることがあるため、行動範囲外に保管する。
○ペットの尿により電気製品をショートさせることがあるため、排尿場所付近に電気製品を置か

ない。

問合せ　夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部　予防課　☎ 0470－80－0132
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例年行っている有害鳥獣対策などの補助金について
農林業に係る補助金などのご案内

1　イノシシ等防護柵購入費補助金（農地）
　○補助の目的　有害獣による農林作物（田畑・筍山など）への被害防止
　○補助の内容　防護柵 (金網・電気・ワイヤーメッシュ・ネット )購入の補助
　○補助率　　　１／３（上限３０，０００円）

2　簡易防護柵購入費補助金（宅地など）
　○補助の目的　有害獣による宅地などへの被害防止
　○補助の内容　簡易電気柵購入の補助
　○補助率　　　１／４（上限１０，０００円）

3　ヤマビル防除剤購入費補助金
　○補助の目的　ヤマビルによる地域住民への被害防止
　○補助の内容　ヤマビル防除剤購入の補助
　○補助率　　　１／４（上限１０，０００円）

4　狩猟免許取得補助金
　○補助の目的　有害獣捕獲者の確保
　○補助の内容　狩猟免許 (新規わな猟免許 )を取得するために必要な狩猟免許試験料および
　　　　　　　　初心者狩猟講習会受講料の補助
　○補助率　　　２／３

5　鳥獣被害防止総合対策交付金（国庫事業） （令和 7 年度以降に実施する事業の要望量調査）
　○事業の目的　広域的かつ効率的な農産物の被害防止
　○事業の内容　(1) 集合農地の一体的な侵入防止柵の設置
　　　　　　　　　（採択には３耕作者以上、被害状況写真等が必要となります。）
　　　　　　　　(2) 有害獣の棲み家となる耕作放棄地の刈払い
　　　　　　　　　（交付対象は行政区、多面的機能支払交付金活動組織等の団体のみとなります。）
　　　　　　　　(3) 有害獣対策の集落診断会
　　　　　　　　　（集落で獣害対策の問題点を専門家と一緒に考える会です。交付対象は行政区に
　　　　　　　　　なります）
　　　　　　　　※その他の要件などの詳細は農林課までお問い合わせください。
　○補助率　　　(1) 定額（一部受益者負担の場合あり）
　　　　　　　　(2) １ａあたり１, ６００円（一部受益者負担の場合あり）
　　　　　　　　(3) 定額

６　大多喜町県単森林整備事業（令和８年度以降に実施する事業の要望量調査）
　○事業の目的　森林造成等の推進
　○事業の内容　植林・間伐、竹林整備（獣害対策）などの森林施業の一部補助
　○補助率　　　県が定める標準単価の５／１０

７　粉砕機・薪割機の貸し出し
　○貸出の目的　大多喜町内の森林整備と木材の有効活用の推進
　○貸 出 要 件　町内に住所を有する者および竹林または森林を所有する者
　○賃貸料　　　竹粉砕機　　貸出日および返却日を含め、1日　１, ０００円
　　　　　　　　樹木粉砕機　貸出日および返却日を含め、1日　３, ０００円
　　　　　　　　薪割機　　　貸出日および返却日を含め、1日　２, ０００円
　○その他　　　ご利用をお考えの方は 10日前までに申請書を提出してください。
　　　　　　　　また、樹木粉砕機の運搬については、１トントラック以上の車が必要となります。
　　　　　　　　なお、詳細な貸出要件等は「大多喜町粉砕機貸出要綱」を確認してください。
　　　　　　　　ご不明な点は農林課までお問い合わせください。
・１から４までの事業については町予算の範囲以内となります。実施希望者はお問い合わせください。
・５および６の事業につきましては８月末までに要望量などをお知らせください。
問合せ　1～5　農林課　農政係　　　　☎ 82－2535
	 　6・7　農林課　耕地林務係　　☎ 82－2535



広報おおたき　No.681　R7.5.2317

令和7年５月２３日【第11号】
大多喜町役場農林課農政係
大多喜ラボ　　渡邊　未来獣害対策新聞大多喜町

あなたの地区の相談役！！
　大多喜町では獣害に対し、様々な角度から対策
しています。一つは猟友会の【有害駆除従事者】
による有害駆除捕獲です。『捕獲をすすめる』こ
とで被害を起こす個体を捕獲し、また全体頭数の
増加を抑えています。
　もう一つ、【鳥獣被害対策実施隊】の活動があ
ります。こちらは『被害を防止』することを目的に
しています。農業者や住民目線で、柵での防除や
定着させない環境整備の普及活動をしています。
各地区の隊員が担当エリアを回って調査し、対策
知識を広めて情報発信をしています（このコラム
も実施隊員が書いています）。調査で得られたデ
ータを役場担当者との会議で全体に共有し、行政
としての対策計画に反映しています。

鳥獣被害対策実施隊が活動中

効果的な対策があるかも
　現在、大多喜町では大多喜、老川、西畑、上
瀑、総元の各地域に１～２人ずつ9名の実施隊員
が任命され、月に3日ほど地域の見回りを続けて
います。
　最近は特に、アライグマやキョンが増えてき
たと感じている方も多いかもしれません。群れ
で行動するサルや、シカ・イノシシなど大型獣
については行政と猟友会が協力して山間部で計
画的に捕獲していますが、捕まえにくい中型・
小型獣は、住宅地に入ってしまうとさらに捕獲
しにくくなるためです。特に住宅地内では、目
撃情報だけでなく隠れ場やエサになる物の撤去
などと組み合わせた対策をする必要があり、そ
のエリアに住まわれている住民の方々の協力が
不可欠です。

　具体的な対策はこのコラムでも随時紹介し
ており、過去のページを読んでお庭や空き地
の環境整備を進めてくださる方もおり、大変
助かっております。少しずつでも対策を進め
てくださることが、町全体での大きな成果に
つながります。実施隊員が活動中の姿を見か
けたら、ぜひ現況を知らせ、情報をお寄せく
ださい。

目撃・被害情報をお寄せください

❶生ゴミはきっちり管理　外に置いたフタつきゴミ箱を、
アライグマがこじ開けて荒らした例があります。一度場
所を覚えると何度も来るので、生ゴミは絶対食べさせな
いようにしましょう。

❷空き家の定期チェック　空き家に住み着いた小動物が
どんどん増え、そこを中心に近所中に被害が広がった例
も。誰もいないから被害がないとも限りません。足跡や
侵入がないかどうか定期的に見回り、早めに対策するの
が効果的です。

☆ご家庭でできる 　　　対策☆ 小動物
種類 R7年3月 前年同月

　伸びかけの稲をキョンやシカに荒らされること
も。電気柵は斜面や段差からもぐりこまれないか
チェック！ネットを外側に張るのも効果的。

町
の
捕
獲
状
況

イノシシ 34頭 55頭
シカ 66頭 49頭
キョン 150頭 179頭
サル  4頭 16頭

文責：鳥獣被害対策実施隊西畑地区担当 渡邊未来　　ご意見、ご感想などお待ちしております

蛍光イエローの帽子とベストに
大多喜町のマーク＆実施隊の文字

実施隊 〇
〇
地
区
担
当
の

　
　
　□
□
で
す
！

《実施隊の活動内容》
・被害対策知識の普及啓発・地域内の相談対応
・行政担当者や隣接地域との情報共有
他にも防護柵の確認、被害対策の研修受講　などなど…

実施隊
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　地域包括支援センターでは７月より介護予防事業であ
る「大人の脳トレ教室」を開講します。
　この教室は「認知症予防」を目的として、簡単な読み
書き・計算をすることで、記憶等を司る脳の前頭前野を
活性化させます。
　教室は毎週金曜日の午前中に開催し、参加者は簡単な
30分程度の学習と、学習をサポートするボランティアに
よるレクリエーションを楽しみます。興味のある方は担
当までご連絡ください。

「大人の脳トレ教室」参加者募集のお知らせ 地域包括支援
センター
だより
No.191

　問合せ　地域包括支援センター
　　　　 （健康福祉課　介護保険係） ☎82－2168　

■ 募集要項
対象　６５歳以上の方で以前参加したことのない方
定員　先着２０名
会場　大多喜町役場　保健センター
期間　７月４日から12月19日の約半年間
 毎週金曜日の午前開催
費用　１カ月５００円(毎週の教材費を含みます)

教室で使用する教材（見本）

令和7年度 県民の日夷隅地域行事
夷隅のふうど満喫スタンプラリー２０２５

（FOOD＆風土）

夷隅のふうど満喫スタンプラリー２０２５について
　６月１５日の県民の日を記念して、デジタルスタンプラリーを実施します。夷隅地域（勝浦市、いすみ市、大多
喜町、御宿町）の飲食店で食事をし、観光施設等を巡って“FOOD”と“風土”を満喫しませんか。スマートフォン
やタブレットでスタンプを集めて応募すると、抽選で夷隅地域の特産品をプレゼント！
■実施期間
　６月１４日（土）～１０月３１日（金）まで
■スタンプ設置場所
　かつうら海中公園、月の沙漠記念館、大多喜城、太

東埼灯台などの観光施設等１６か所、飲食店２０
か所を含めた全３６カ所。※スタンプの取得方法
は施設によって異なります。

■景品
・勝浦市賞　　　　　　　１０名
・いすみ市賞　　　　　　１０名
・大多喜町賞　　　　　　１０名
・御宿町賞　　　　　　　１０名
・夷隅地域振興事務所賞　５０名
■応募方法

スタンプラリーサイト上応募フォームより必要
事項を入力して応募してください。

■応募締め切り
１１月２日（日）

問合せ
〒２９８－０２１２　夷隅郡大多喜町猿稲４７２－２
県民の日夷隅地域実行委員会事務局

（千葉県夷隅地域振興事務所企画課）
☎０４７０－８２－２２１５　ＦＡＸ：０４７０－８２－４１６４
ＨＰ：県民の日夷隅地域行事については
　　　県民の日　夷隅２０２５　で検索。
※行事内容は、令和７年５月時点のものです。
　内容が変更になる場合があります

ので、ご応募いただく前にＨＰ等
により詳細をご確認ください。

（FOOD＆風土）
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7月
6月
▼

健康事業の予定をおしらせします。
けんこうカレンダー 申込み・問合せ

健康福祉課
保険予防係・介護保険係

☎８２－２１６８

大人の事業 （☆…受付時間）
行事名 日　時 場　所 対　象　者

夷隅保健所　健康相談等日程表
事業名 開催日 受付時間 担当課 備　考

DV相談 電話相談（月曜日～金曜日）
面接相談（毎週木曜日）

9：00～17：00
地域保健
福祉課

専用電話　☎ 73－0801
※面接は予約制

障がいのある人への
差別に関する相談 月曜日～金曜日 専用電話　☎ 73－4630

精神保健福祉相談 相談日（毎月第1木曜日） 予約制（担当者・精神科医師）
その他（月曜日～金曜日） 随時

エイズ相談 電話相談（月曜日～金曜日）

健康生活
支援課

HIV検査 毎月第2木曜日・第4火曜日
（祝日を除く） 13：00～14：00

予約制
検査項目：HIV・淋菌・クラミジア・
梅毒・B型肝炎・C型肝炎

腸内細菌検査
毎月第2・３・４火曜日

（祝日、休前日及び年末年始の
　連休前を除く）

9：00～11：00 検査項目：O-157・赤痢菌・チフス
菌・パラチフスA菌・その他細菌

おおたき
ファミリーサポート

講習会

子どもの事業（☆…受付時間）
対　象　者行事名 日　時 場　所

対 象 者 内　容　行事名 日　時 場　所

乳幼児相談
6/4

7/17

7/24

☆９：３０～１1：0０

９：３０～１６：３０
（昼休み１時間あり）

９：３０～１２：００

みつば保育園
（子育て支援センター）

保健センター

役場中庁舎

乳幼児とその保護者（対象月の令和 6 年 6 月・8 月・10 月、
令和 7 年 1 月生まれの方には個別に通知します）

7/2 乳幼児とその保護者（対象月の令和 6 年 7 月・9 月・11 月、
令和 7 年 2 月・4 月・5 月生まれの方には個別に通知します）

13：30～１5：30おひさまキッズ
6/17

成長発達で心配のある乳幼児とその保護者
7/15

子どもの預かり、送迎

20 代～ 80 代の
子どもが好きな方、
性別・資格は問い
ません。

電話相談
窓口相談

こころの健康相談
相談方法

０８００－８００－５０７７（フリーダイヤル）24 時間対応します
特定非営利活動法人ひなたぼっこ（いすみ市大原 10033-1）　※窓口相談を希望される場合も、まずはお電話ください。

【子宮頸がん検診】令和 7 年度で 20 歳以上の女性
【乳がん検診】令和 7 年度で 30 歳以上の女性
注意：実施日時の予約が必要となります。
　　　必ず予約をしてください。

6/19（木）
6/20（金）
7/10（木）

子宮頸がん検診
乳がん検診

☆８：30～11：00
☆13：00～15：30
※子宮頸がん検診のみ

15：00までの受付
となります。

大多喜町
中央公民館

高齢者の事業
行事名 日　時 場　所 対　象　者

事前に申し込まれている方
6/4・11・18・25
7/2・9・16・23・30
7/4・11・18・25

からだいきいき塾

大人の脳トレ教室

13：30～15：00

10：00～11：30
保健センター

おおたきファミリーサポートセンター HP

連　　絡　　先

問合せ　〒299-5235 勝浦市出水1224　夷隅健康福祉センター　☎ 73－0145　FAX 73－0904
mail:isumiho@mz.pref.chiba.lg.jp  HP:http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-isumi/index.html

町の子育てを応援してくださるサポーターさん
を大募集しています！サポーター養成講習会を
左記日程にて開催します。1日半の受講で活動に
入れます。詳細は、おおたきファミリーサポート
センターまでお問い合わせください。
☎ 048－297－2903
参加費：無料
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本だな
大多喜図書館天賞文庫だより

☎82－2459 文部科学大臣賞
受賞おめでとう！

■読書おもいで帳：町内在住・在学者無料
　　借りた本を記録する「読書おもいで帳」の運用を行ってい

ます。ご利用にあたっては事前に図書館利用カードの登録が
してあることが必要です。また「読書おもいで帳」を利用す
るには、図書館利用カードを必ずご持参ください。

　　「読書おもいで帳」２冊目の更新時にすてきなプレゼント（数
量限定、７年度で終了）を差し上げます。
■新蔵書
　・Ｃ線上のアリア 湊　　　 かなえ （著）
　・月とアマリリス 町田　　 その子 （著）
　・春立つ風 あさの　 あつこ （著）
　・天までのぼれ 中脇　　 初枝 （著）
　・まてないの ヨシタケ シンスケ（著）
　・野球しようぜ 2025 スペシャル版 とりごえ こうじ （著）
　・大ピンチずかん　3 鈴木　　 のりたけ （著）
■ＣＤ
　・Ado のベストアドバム Ado
　・Complete NIAGARA SONG BOOK　ナイアガラ・フォール・オブ・サウンド・オーケストラ
　・17 IS RIGHT HERE SEVENTEEN
■DVD
　・ゲゲゲの鬼太郎　劇場版 2、3 水木しげる
■おしらせ
・大多喜高等学校美術部　素敵な絵画作品を図書館・中央公民

館に展示中です。
・図書館の本は、老川出張所や西畑出張所（農村コミュニティ

センター）でも返却ができます。（午前8時30分から午後5 時
15 分まで）

　また、両出張所に図書リサイクルコーナーを設置しました
のでご利用ください。（無償譲渡）

6月のスケジュール
■６月おはなし会

未就学児および小学生を対象とした絵本
の読み聞かせ
読み手

よみきかせボランティア
「読夢の会（どりーむのかい）」

・15日　日曜日　10：30～　図書館

今月のおはなし
・アランの歯はでっかいぞこわーいぞ
・オレ、カエルやめるや
・コッコさんとあめふり
・いろいろバス

■６月の休館日
2日、9日、16日、23日、30日

■他の図書館から本を取り寄せられます
　当館に所蔵していない本を県内の他
の図書館から取り寄せ、貸出すること
が可能です。ご希望の方はお気軽に職
員へお声かけください。
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水無月
みなづき月6 June

日 曜 行　　　事 場　　所 時　刻 ごみ収集

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

ごみ収集日：可燃⇒可燃ゴミ　紙類・衣類⇒新聞紙・雑誌・ダンボールなど
 缶類⇒スチール・アルミ・一斗缶など　ペット⇒ペットボトル・食用廃油・プラマーク製品
 不燃⇒その他不燃ゴミ（ガラス・金属・ポリ容器など）　びん⇒飲用できるびん

こども急病電話相談　毎日夜間　午後7時～１０時　☎#８０００（ダイヤル回線からは０４３－２４２－９９３９）

人口と世帯
令和７年５月１日現在

人　口 ７,９１２人 （+　９）
　男 ３,８９７人 （－　３）
　女 ４,０１５人 （+１２）　
世帯数　３，７５１世帯 （+２２）
　　　　（　）は、前月比

交通事故発生状況
４月中 （人身事故件数）

おおたき119（４月中）

慶　弔 （４月届）

転出入 （４月届）

当番医の紹介

夷隅広域健康相談ダイヤル24

発生件数　　０件　（４）
死者数　　　０人　（１）
傷者数　　　０人　（３）

（　）は、１月からの累計

火災件数　　　　０件 （　　６）

救急件数　　　４５件 （１７４）
　　　交通事故　２件 （　１０）
内訳　急　病　２７件 （１０９）
　　　その他　１６件 （　５５）
　（　）は、１月からの累計

出　生　　　　１人
死　亡　　　１４人

転　入　　　４１人
転　出　　　１９人

《夜間・日曜・祝日など》
夷隅郡市広域市町村圏

事務組合消防本部
☎８０－０１１９

フリーダイヤル 0120－143－251
（24時間/年中無休）
例えばこんな時、お電話ください。
不意のケガで応急処置を知りたい/
家族の介護のことで相談したい/休
日に受信できる病院を教えてほしい
/真夜中の急病で誰にも連絡できな
い時/メンタルヘルスの相談　など

心配ごと相談（日常生活上の相談） 中央公民館   9：00～12：00 （可燃）

   （ペット）

リズムウォーキング教室  14：00～15：00 （可燃）

   （不燃）

農業委員会総会  13：30～ （可燃）

マイナンバーカード時間外窓口開設    9：00～12：00 （休日受付）

子ども習字教室 中央公民館 10：00～11：30 

   （可燃）

ファミリアくらぶ  10：00～11：30 （ペット）

リズムウォーキング教室  14：00～15：00 （可燃）

   （缶類）

   （可燃）

ジュニアスポーツクラブ    9：00～11：30

おはなし会 図書館 10：30～ 

 中央公民館   9：00～12：00 （可燃）

   （ペット）

リズムウォーキング教室  14：00～15：00 （可燃）

トットくらぶ  10：00～11：30 （紙類・衣類）

   （可燃）

     
子ども習字教室 中央公民館 10：00～11：30 

   （可燃）

   （ペット）

リズムウォーキング教室  14：00～15：00 （可燃）

トレーニングトット  10：00～11：30  （びん）

   （可燃）

ジュニアスポーツクラブ    9：00～11：30  

   

   （可燃）

役場
第1・2 会議室

役場税務住民課
窓口

みつば保育園
ひだまり

上瀑ふれあい
センター

みつば保育園
ひだまり

みつば保育園
ひだまり

海洋センター
体育館

海洋センター
体育館

海洋センター
体育館

海洋センター
体育館

心配ごと相談（結婚相談、人権相
談、行政相談、年金相談、労災・
雇用保険相談） 

海洋センター
体育館
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大多喜町ふるさとづくり寄附金
　　　　　　　　　　（４月分）
申込件数�y�
�����E
申込金額�y���
�������
��������
�y�s�S�z�×�”�Ü�Ö�”�´�t�x�/
ß�›
�¬
̄ �̀ �o�‹�‘�M�q�M�O�M�w�̄ �Ê�›�L
�̀�o�M�‡�b�{�\�j�’�‹�]�a�X�i�̂�M�{
令和7年大船渡市赤崎町林野火災
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善意の心を
ありがとうございます
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